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１ 管財課 

 (1) 低入札価格調査制度について・・・・・・・・・・・P１～P３ 

  （別冊）加東市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱  



低入札価格調査制度について 

１ 制度の概要 

建設工事請負契約の入札において、あらかじめ設定した低入札調査基準価格未満の

価格で入札した者があった場合、契約しようとする内容に適合した履行の可能性を調

査したうえで落札者を決定する制度です。 

２ 対象とする工事 

一般競争入札又は指名競争入札により市が発注する予定価格１億円以上の建設工

事 

  ※工事内容によっては、加東市指名競争入札参加者等資格審査会の判断により、１ 

億円未満でも低入札価格調査制度を適用する場合があります。 

３ 低入札価格調査制度における落札者の決定方法 

予定価格  2億 5,000万                 ①全ての入札者がこの 

                A社  2 億 3,000万    範囲内で入札した場合 

                B社  2億2,500万    最も入札金額の低い者 

                             を落札者とします。

低入札調査基準価格  2 億

                             ②この範囲で入札した 

                C 社  1 億 9,500 万   者があった場合、調査 

         （調査対象） D 社  1 億 9,000 万   により落札者を決定し 

ます。 

失格判断基準価格  1 億 8,000 万                                                

                                E 社  1 億 7,800 万（失格） 

①全ての入札者が予定価格制限範囲内の価格かつ低入札調査基準価格以上の入札を 

した場合、最も低い入札金額で入札した者を落札者とします。 

 ②失格判断基準価格以上の価格かつ低入札調査基準価格未満の価格で入札した者が 

あった場合、最も低い入札金額で入札した者から順に、契約しようとする内容に適合 

した履行の可能性を調査したうえで落札者を決定します。（上記の場合、D 社→C 社） 

の順に調査します。） 

※失格判断基準価格未満の価格で入札した者は、調査を行わず失格とします。 
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４ 低入札調査基準価格の設定及び算定方法 

 (1)  低入札調査基準価格とは 

    予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者の入札金額ではその者によ 

   り契約しようとする内容に適合した工事が施工できないおそれがあると認められ 

る価格 

(2) 低入札調査基準価格の算出方法 

直接工事費×９７％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費×９０％＋一般管理費等×５５％

の合計額 

※上記金額に消費税等相当額を乗じた額とします。 

※ただし、その額が予定価格の９２％を超える場合は９２％、７５％に満たない場 

合は７５％とします。 

５ 失格判断基準価格の設定及び算出方法 

  (1) 低入札価格調査制度を行う場合において、契約しようとする内容に適合した 

工事が施行出来ないと判断される価格で、調査をせずに失格とする価格 

(2） 失格判断基準価格の算出方法 

  予定価格の７５％未満の価格 

【参考】 最低制限価格制度 

予定価格  2 億 5,000 万 

                a 社  2 億 3,000 万                

b 社  2 億 1,500 万 

                c 社  2 億 1,000 万（落札）    

 最低制限価格 2 億 

d 社  1 億 9,000 万（失格）   

 ①最低制限価格以上の価格かつ予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち 

最も低い入札金額で入札した者を落札者とします。 

低入札調査基準価格等の公表について 

 低入札調査基準価格、失格判断基準価格及び最低制限価格は、事後公表とします。 
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低入札価格調査制度の手順（フロー図）

入札の公告

入札執行

開 札

落札者決定保留

予定価格と低入札調査基準
価格の範囲内で入札

落札者決定

低入札調査基準価格を下
回る価格で入札

対象工事所管課所管課

契約締結 対象工事所管課長へ連絡 連絡受領

対象工事所管課長へ調査協力依頼

調査資料の内容
調査

依頼受領

調査資料の内容調査
経営状況等の審査

※調査対象者は依頼された日を含めて
３日以内に調査資料を提出

調査対象者(最低価格入札者)に
調査資料の提出を求める

契約担当課

調査経営状況等の審査

ヒアリングの実施（必要に応じて）

誓約書の徴取

低入札価格調査票及び低入札価格調査報告書の作成

落札者決定の適否について協議・判断

審査会へ付議

審査会による審査

履行不可能と判断 履行可能と判断

次順位者が低入札調査基準
価格未満の場合 落札者決定

次順位者が予定価格と低入札
調査基準価格の範囲内の場合

次順位者を落札者として決定

有効な入札をした者全員へ通知
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